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聖籠町告示第６号  

聖籠町精神障害者保健福祉手帳交付実施要領の一部を改正する告示

を次のように定める。  

 平成３１年１月２８日  

聖籠町長 西脇 道夫  

   聖籠町精神障害者保健福祉手帳交付実施要領の一部を改正する

告示  

 聖籠町精神障害者保健福祉手帳交付実施要領の一部を次のように改

正する。  

第３条第３項中「年金事務所等」を「日本年金機構又は各共済組合

等の実施機関」に改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/12 

様式第１号（第２条関係）を次のように改める。  
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様式第２号（第２条関係）を次のように改める。  
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様式第３号（第２条関係）を次のように改める。  

 

 



6/12 

様式第４号別紙（第３条関係）を次のように改める。  
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様式第５号（第３条関係）を次のように改める。  
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様式第５号の次に次の３様式を加える。  
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様式第８号（第４条関係）を次のように改める。  
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   附 則  

 （施行期日）  

１ この告示は、告示の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式第１

号、様式第２号、様式第３号、様式第４号別紙、様式第５号及び様

式第８号の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。  


